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Jレ

の
王
室
金
庫
諭

小

山

田

七

園町

こ
の
一
小
研
究
の
目
的
は
シ
ユ
レ

1
デ
ル
の
著
書
玉
幸
一
金
庫
論
が
、
財
政
事
の
四
日
棋
連
と
如
何
在
る
闘
係
を
持
ち
、
如
何
な
る
役
剣

な
持
っ
て
尻
町
市
か
を
臨
む
る

κあ
る
ο

一
花
束
、
問
遁
に
於
け
る
財
政
擦
の
腕
千
は
所
前
日
反
感
の
中
に
あ
っ
て
、
官
房
向
学
の
受
展
に
伴
ひ
自
ら
の
分
解
に
よ
っ
て
漸
次
財

政
則
ゅ
は
酬
明
羽
小
を
幣
〈
ご
成
立
し
た
も
の
引
め
る
.

と
一
エ
ふ
と
冒
と
同
財
政
製
史
を
探
及
す
る
も
の
、
等
し
〈
確
認
す
る
所
で
あ
り
、
叉

今
日
一
h
h
h
が
比
般
的
容
易
に
披
見
し
得
る
品
ス
ヂ
以
後
の
文
厳
に
徴
す
る
も
明
か
左
乙
と
で
あ
る
。
然
し
又
概
っ
て
考
ふ
る
に
、
官

房
皐
は
今
日
か
ら
見
れ
ば
貨
に
種
々
錯
雑
し
た
思
想
及
事
問
の
温
床
で
あ
っ
て
、
官
房
間
帯
者
と
普
通
数
へ
ら
れ
で
居
る
人
身
で
も
そ

れ

!1特
に
提
唱
し
た
方
商
は
異
つ
で
居
り
、
且
叉
同
一
人
に
し
て
も
共
著
書
に
よ
っ
て
或
は
財
政
苦
闘
係
を
深
く
持
っ
て
居
る

場
合
も
あ
る
し
或
は
又
殆

ι
E何
等
の
関
係
た
き
も
の
と
目
し
得
る
揚
合
が
少
〈
泣
い
。
と
の
極
め
て
簡
明
た
こ
と
が
ら
を
無
現
し

て
、
早
に
官
房
事
者
、
卸
ち
王
侯
又
は
王
室
金
庫
を
中
心
と
し
て
の
富
国
強
兵
を
主
張
し
た
人
々
だ
か
ら
と
云
ふ
理
由
で
、

一
慨
に

先
臨
的
財
政
息
子
者
と
明
石
る
の
は
甚
だ
疑
問
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
た
と
へ
王
侯
又
は
王
室
金
庫
を
中
心
と
し
た
る
富
岡
強
兵
の

論
策
で
あ
っ
て
も
、
財
政
の
事
象
た
る
経
費
、
牧
入
、
租
段
、
公
債
、
財
務
等
、
又
は
そ
れ
等
の
あ
る
部
分
と
何
等
結
合
し
て
考
察

シ
ユ
レ

I
デ
ル
り
王
室
金
庫
論

九
七



V

ユ
レ

I
ヂ
ル
の
王
室
金
庫
論

九

八ー

す
る
所
が
・
な
け
れ
ば
、

そ
れ
は
単
に
政
策
論
、

就
中
経
済
政
策
論
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
・

財
政
墜
と
は
直
接
に
は
闘
係
た
し
と
氾

ふ
。
従
っ
て
叉
、
財
政
山
晶
子
史
上
指
摘
せ
ら
る
べ
き
官
房
事
者
は
財
政
事
の
後
展
と
闘
係
あ
る
人
々
に
限
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
忠
ム
。

何
と
友
れ
ば
、
財
政
墜
史
と
闘
係
の
な
い
官
房
筆
者
を
指
摘
し
紹
介
す
る
の
は
、
財
政
事
史
上
た
ピ
に
無
意
味
と
一
五
ふ
に
止
ま
ら
や

徒
ら
に
該
出
品
平
史
を
混
飢
せ
し
む
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
立
判
明
か
ら
、
創
ち
財
政
事
史
的
観
劇
か
ら
官
房
忠
一
者
を
選
揮
す
る
必

ì~~ 
;t 

る
7~r~ 

と
の
滋
撚
は
従
来
十
分
満
足
J
d

る
べ
き
状
態
に
は
研
究
主
れ
て
忠
ら
な
れ
っ
た
や
う
に
氾
は
る

tL
町
、

z
h
v

f
J
l
J
J
 

一
ツ
ク
の
喚
図
至
上
論
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
ふ
。

認
に
研
究
せ
ん
と
す
る
シ
ユ
レ
l
J
7

ル
も
亦
疑
問
腕
さ
る
べ
き
一
人
で
あ
る
。
何
と
友
れ
ば
財
政
間
四
千
史
又
は
官
房
些
史
を
研
究
ナ

(
註
こ

る
人
々
の
取
扱
ひ
方
が
甚
だ
相
違
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
又
之
を
研
究
す
る
こ
と
は
た
ピ
に
興
味
あ
る
こ
と
の
み
で
な
く

財
政
墜
史
上
必
要
友
と
と
で
も
る
る
。

(
註
一
)

〉

}
2

3
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ゲ
フ
ツ
ケ
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、
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マ
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ヤ
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ロ

ツ
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品、
れ

エ
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へ
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等
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政

皐
史
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!唱を
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ワ
、
グ
ネ
ル
、

例
ば
、

に
は
採
揮
せ
ら
れ
て
居
る
。

シ
ユ
レ

1
J
ア
ル
の
主
著
た
る
王
室
金
庫
論
の
内
容
を
検
討
す
る
に
先
立
っ
て

一
一
降
、
彼
の
閲
歴
と
彼
の
他
の
著
書
と
を
紹
介
す

る
。
蓋
し
彼
の
主
著
に
盛
ら
れ
て
居
る
思
想
を
十
分
に
理
解
す
る
矯
め
に
は
、
之
等
の
こ
と
が
ら
に
闘
す
る
一
匹
の
理
解
が
是
非
必

要
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
の
一
生
の
閲
歴
に
就
て
は
ス
ル
ピ
ッ
ク
の
研
究
に
よ
っ
て
正
確
に
な
っ
た
と
云
は
れ
て
居
る
九
も
拘
ら
や
、
共
後
に
於
て
も
、
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而
も
こ
の
文
献
を
参
考
と
し
た
彼
の
侍
記
に
於
て
も
、
命
依
然
と
し
て
異
設
が
行
は
れ
て
居
る
。
従
っ
て
必
や
し
も
十
分
明
確
で
は

な
い
や
う
に
芯
は
る
L
。
然
し
大
韓
に
於
て
、
彼
は
一
六
四

O
年
、
ザ
ク
セ
ン
・
コ
ー
プ
ル
グ
の
ケ

l

ニ
グ
ス
ペ
ル
グ
に
於
て
生
れ

(
在
二
)

た
と
云
は
れ
て
居
る
一
。
彼
の
父
は
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
シ
ユ
レ

1
デ
ル
と
稿
し
、
後
年
は
ゴ

l
タ
侯
の
官
廷
官
吏
の
高
伎
に
日
升

っ
た
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
も
幼
時
は
そ
の
子
弟
と
し
て
ん
品
廷
で
教
育
を
受
け
、

一
六
五
九
年
に
主
っ
て
法
律
壊
を
皐
ぷ
矯
め
に
イ

エ
ナ
の
ん
壌
に
入
間
串
干
し
た
。

突
い
で
英
闘
に
渡
つ

然
し
こ
L

で
は
一
年
を
過
し
た
の
み
で
同
大
撃
を
向
ら
践
し
て
和
繭
に
赴
き
、

た
。
此
の
波
苑
は
た
と
へ
決
定
的
と
は
一
式
び
得
左
い
に
し
て
も
極
め
て
重
大
な
る
影
響
を
依
に
興
へ
た
。
そ
れ
は
一
は
英
国
の
先
進

的
友
商
正
業
を
知
り
利
た
こ
と
で
あ
る
。
之
は
彼
が
後
年
喚
凶
に
招
か
れ
る
川
を
な
す
に
至
っ
た
。

二
は
」
父
十
止
と
し
て
・
ポ
ッ
プ
ス
や

。
ヘ
ツ
-
ア
ノ
等
宮
村
ち
児
に
マ
ン
や

H
I
宇
の
思
想
を
知
り
件
た
に
ふ
一
で
る
る
。
之
日
告
の
人
々
の
影
響
は
彼
の
一
著
者
の
名
所
に
現
れ
て

居
る
の
で
あ
る
。
悶
み
に
彼
は
欽
定
科
山
学
協
舎
の
一
員
と
も
な
っ
た
。
更
に
彼
は
錬
金
円
余
」
ア
イ
グ
ピ
ー
と
も
相
知
り
白
然
科
皐
研
究

の
動
機
を
も
得
た
。
彼
が
後
年
に
至
り
錬
金
術
を
信
奉
し
た
の
は
主
と
し
て
此
闘
係
に
よ
る
。

一
六
六
三
年
に
腕
闘
し
イ
ヱ
ナ
大
墜

に
腿
宇
佐
論
文
hz
出
し
た
が
、
徐
り
に
神
様
説
的
関
家
視
で
あ
っ
た
か
ら
之
は
拒
否
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
彼
は
故
郷
を
去
り
或
は
皮
々

渡
英
し
た
り
或
は
又
濁
乙
の
諸
侯
を
訪
ね
た
り
し
て
居
た
が
、
遂
に
一
六
七
三
年
境
国
王
レ
オ
ポ
ル
ド
一
世
に
見
向
さ
れ
、
同
国
の

商
工
業
促
進
方
法
研
究
の
命
宇
一
受
け
て
渡
英
し
た
。
翌
年
ウ
イ
ン
に
帥
来
し
、
従
来
ベ
ツ
ヒ
ヤ
ー
に
上
っ
て
支
配
さ
れ
て
居
た
王
立

模
範
工
場
を
新
に
組
織
す
ぺ
き
地
位
に
就
い
た
。
然
し
ベ
ス
ト
の
流
行
共
他
彼
に
不
利
な
事
情
の
矯
に
一
六
八
三
年
共
地
位
を
去
ら

ね
ば
な
ら
友
か
っ
た
。
向
同
年
ト
ル
コ
軍
の
佼
入
に
よ
っ
て
同
て
場
は
焼
失
し
た
。
而
も
向
彼
は
自
己
の
食
闘
を
遂
行
せ
ん
と
志
し

法
に
一
六
八
四
年
、
錬
金
術
の
数
、
及
び
一
六
八
六
年
、
王
室
金
庫
論
、

の
二
著
を
公
に
し
た
。

一
六
八
四
年
再
び
王
に
用
ひ
ら
れ

ジ

ユ

レ

l
デ
ル
の
主
室
金
庫
論

iu 
九

'" yν 
3 
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シ

ユ

レ

1
デ
ル
白
王
室
金
庫
論

一0
0

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ヂ
プ
セ
ル
及
び
プ
レ
ス
ブ
ル
グ
の
王
室
命
日
計
顧
問
と
た
っ
た
が
、
そ
の
企
闘
を
費
行
す
る
聞
も
友
〈
一
六
八
八
年
ハ

町
田
四
』
日

ン
ガ
リ

1
の
エ
ベ
リ
l
ス
で
死
ん
だ
。

か
く
の
如
き
閲
歴
以
外
に
彼
の
思
想
に
影
響
し
た
で
あ
ら
う
と
考
へ
得
ら
る
ふ
と
と
、
部
ち
営
時
の
墳
園
及
び
北
九
周
園
の
岡
k

の

事
情
、
及
び
営
時
の
濁
酬
明
英
悌
の
買
高
主
義
者
に
就
て
は
他
の
拙
文
に
港
ぺ
た
か
ら
悲
鳴
に
は
省
〈
と
と
L
す

も

似
の
論
普
は
四
つ
あ
る
。
北
ハ
一
は
『
大
臣
論
』
-Y
あ
っ
て
、
之
は
一
六
六
一
二
年
イ
エ
ナ
大
事
に
提
出
し
た
単
位
論
丈
の
第
一
一
一
部
に
常

4
4「
n

h

H

山
A
川
、

る
と
の
と
と
で
あ
号
。
共
二
は
「
錬
金
術
の
教
』
、
其
三
は
『
王
室
金
庫
論
』
で
る
っ
て
可
1

共
四
は
『
王
侯
の
絶
針
樺
忙
闘
す
る
政
治
論
』

へ
註
ヘ
)

で
る
る
か
、
之
は
共
三
の
一
七
一
一
一
一
年
版
の
附
録
'
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
。
但
し
共
一
一
一
と
は
分
離
し
た
潤
立
の
小
冊

{
主
九
V

子
で
る
っ
た
。
向
と
の
外
に
二
つ
の
論
文
が
る
る
と
云
ふ
。

乙
れ
等
の
内
、
共
主
著
は
云
ふ
ま
で
も
友
〈
共
三
の
王
室
金
庫
論
で
あ
っ
て
、
他
の
三
は
と
れ
の
附
局
室
日
に
過
?
な
い
。
仰
と
た
れ

ば
、
共
一
と
共
四
と
は
そ
の
内
容
に
於
て
共
に
、
彼
が
抱
い
て
居
た
、
む
し
る
ホ
ッ
プ
ス
か
ら
著
し
く
影
響
を
受
け
た
一
紳
棒
読
的
な
、

絶
劉
主
義
的
左
図
家
観
盲
君
主
観
を
梢
で
詳
細
に
設
い
た
も
の
に
過

F
た
い
。
之
は
王
室
金
庫
論
の
各
所
に
現
れ
て
来
る
思
想
で
あ

る
が
、
設
も
よ
く
纏
っ
て
論
述
さ
れ
て
居
る
の
は
、
序
文
及
第
一
章
で
あ
る
。
従
て
と
の
二
書
は
序
文
及
第
一
章
の
註
樺
と
看
ら
れ

得
る
も
が
で
あ
る
。
共
二
の
錬
金
術
の
教
に
至
り
で
は
一
見
全
く
闘
係
泣
き
が
如
き
も
、
王
室
金
庫
論
の
中
で
人
々
が
所
得
を
増
加

十
る
一
方
法
と
し
て
、
又
一
圏
内
に
於
け
る
金
、
銀
を
獲
得
す
る
一
方
法
と
し
て
錬
金
術
が
取
扱
れ
て
居
る
所
を
以
つ
で
す
れ
ば
、

共
二
も
亦
共
三
の
注
樺
書
に
過
ぎ
な
い
と
と
L
-
な
る
。

従
っ
て
共
三
が
彼
の
主
著
で
他
は
凡
て
附
属
書
と
見
ら
れ
得
る
も
の
で
あ

る
。
か
L
る
故
に
や
、
王
室
金
庫
論
付
版
を
重
ね
る
に
従
ひ
之
等
の
も
の
と
合
本
す
る
に
至
っ
た
。
私
が
今
利
用
し
つ
L
あ
る
一
七

Zipser u. Pressburg. 
Eperies. 
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四
四
年
版
に
は
完
全
に
之
等
の
三
者
は
合
本
せ
ら
れ
、
共
三
、
共
同
.
共
二
及
び
共
一

の
順
序
に
排
列
し
て
通
し
頁
が
付
し
て
あ
る
有

(
告
す
)

様
で
る
る
。

(
詰
ニ
)

'" そ量
f 
，r.... 16) 
、

ロ
巧

ス
ダ
ム
ハ
ム
マ
!
は
生
年
は
不
明
な
り
と
一
五
ふ
。
リ
ツ
.
ヘ
ル
ト
は
生
年
及
び
生
地
も
不
明
と
す
る
。

凶
み
に
シ
ユ
レ

1
ヂ
ル
申
全
姓
名
は
さ
一
=
凶
己
ヨ
同
町
耳
目
-
百
コ

2
D
叩

n
r
S
2で
其
H
a
一
一
シ
ヤ
ん
は

w
-
F
・
v
・
5
で
あ
る
。

。

へ
グ
セ
ル
は
出
or司
自
問
問
。
『
と
も
価
税
る
と
一
五
ふ
け
れ

E
も
、
此
絡
は
へ
グ
セ
ル
の
み
り
主
張
す
る
所
で
あ
る
。

父
は
さ
=
耳
】
E
s
g

日

n
f
c
ι
2
で
あ
る
。
向
、

問
。
三
一
ま
の
-
z
w
o
Q
『
目
。
耳
目
自
由
一
員
と
な
っ
た
か
に
就
て
ほ
明
恥
で
な
い
。
ス
モ
ー
ル

d
一
」
円
六
三
平
子
コ
一
宍
七
一
一
一
年
つ
苛

。

で
あ
る
と
云
ふ
け
れ
ど
も
、
之
で
は
録
り
に
漠
然
と
し
て
肘
る
。

ス
ダ
ム
ハ
ム
マ

l
u
一
六
八
九
年
な
り
』
す
品
。

(
註
三
)

何
年
に

(
諮
問
)

〈
註
五
)

書
名
は
、
巴
町
田
ユ
己

z
r戸
内
百
戸
民
同
白
羽
田
司
3

4
。
ョ
。
一
塁
間
担
Z
E
m
v一回
E
E
J苫
コ
守
一
六
六
一
一
一
年
に
ラ
テ
ン
語
で
書
ト
件
た
も
の
を
、

七
一
一
一
年
に
倒
課
し
た
ら
け
で
あ
一
白
。

4
4
4
4
1
3
F
E
3
-
B
'
コ

:
t
一

E
J
u
f
t
j
て
主
主

(
註
穴
)

書
名
は
、

zard君
ヨ
門
出
宮
崎

C
E
m耳目。
Z
S
E
2
3
5
2戸
内

Z
P
悶
み
に
本
奇
は
ウ
ム
ヰ
ル
ト
の
官
房
阻
申
書
目
に
は
見
え
ぬ
。

(
註
七
)
書
名
は
、

HHEE--nro

∞υ-zt“
5
同

}
C
E
4
F
E
E
ロ
ヰ
・
初
以
は
一
六
八
六
何
十
ほ
殆
ん
と
一
致
す
る
。
た
い
-
A
Z

パ
ン
り
み
は
一
六
八

と
す
る
。
重
版
の
教
に
就
い
て
は
、
一
七

O
四
年
、
一
七
一
三
年
、
一
七
一
八
年
、
一
七
三
七
年
、
一
七
四
四
年
、
一
七
五
二
年
四
八
版
設
が
多

見

町

出

}

い
け
れ
ど
も
(
例
ば
、
ロ
ツ
シ
ヤ

l
、
イ
ヤ

l
ン
、
ウ
ン
ベ
ル
ト
等
)
六
版
設
(
例
へ
ば
ス
タ
占
ハ
ム
マ

l
)
、
九
版
説
(
例
ば
チ

l

レ
ン
チ

l
f
1
、

間
四

リ
ッ
。
へ
e

ル
ト
等
}
も
あ
る
。
ス
モ
ー
ル
は
初
版
は
タ
イ
ト
ル
頁
に
著
者
名
な
し
と
一
五
ふ
も
こ
り
読
他
に
な
い
。
版
数
と
内
詳
の
麓
化
に
就
て
は
出

五
f司王

接
に
比
較
す
る
だ
け
の
歌
版
の
書
物
を
持
た
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
ロ
ツ
シ
ヤ

1
及
び
ス
モ
ー
ル
(
初
版
を
利
用
せ
り
と
一
再
ふ
)
の
指
摘
す
る

章
と
私
が
利
用
し
て
居
る
一
七
四
四
年
版
。
各
章
を
照
合
す
る
に
両
事
者
の
指
摘
す
る
所
は
私
自
利
用
版
よ
り
一
章
前
に
常
る
。
従
て
三
版
主
で

に
一
章
を
加
へ
た
る
も
の
な
ら
ん
か
と
推
察
さ
れ
る
。
尚
、
本
文
上
惑
の
如
〈
一
七
四
四
年
版
に
は
他
。
一
一
一
著
が
合
併
せ
ら
れ
て
居
る
け
れ
ど
も

こ
O
合
併
が
何
版
に
於
て
行
れ
た
か
を
詑
明
せ
る
文
献
を
未
だ
え
な
い
。
今
一
七
四
四
年
版
に
よ
っ
て
鰻
裁
を
瓦
る
に
、
タ
イ
ト
ル
は
、

2
3
z
r
r

v
a
レ

1
デ
ル
の
王
室
金
庫
論

O 
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シ
品
レ
ー
ダ
ル
申
王
室
金
庫
論

O 

印

nHWWZ削
ロ
白
血
囲
内
口
問
中
内

E
U
E
2
u
E
r
E
m
m
z
o
E
4
2
0
Z円

A
E
E
C。
E
E
R
F
O口
三

0
2
0
F
吉
田
昌
E
E己
E
E
E
。
内
田
官
。
『

E
b
E
E帝
国
a
E
E
2

4
な
っ
て
居
野
、
タ
イ
ト
叫
ん
頁
む
衣
に
皇
帝
に
封
ナ
る
献
呈
O
鮮
が
五
頁
績
吉
、
更
に
二
十
五
買
の
序
文
が
あ
る
。
内
容
目
次
な
〈
直
ち
に
本
文

に
入

P
、
本
文
三
七
一
頁
を
百
十
章
に
分
つ
c
合
併
し
た
る
一
一
一
著
を
も
加
「
た
総
頁
敷
は
四
八
四
頁
で
、
其
後
に
十
一
頁
の
率
引
を
附
す
る
o
共

大
さ
は

5
X
H
H
n
E。
本
文
に
於
て
、
王
室
金
庫
論
白
買
を
指
摘
す
る
場
合
は
凡
て
本
書
に
よ
る
。
分
量
も
同
断
。

{
笹
八
)

書
名
は
、
口
出
」
Z
E
2
0
唱。】』
Z
E
d
-
E
m
w
r
s
-
E
E
司

Z
P
Z口
問

m
n
z
分
設
は
一
ニ
十
頁
。

(
註
九

共
一
白
論
文
ほ
彼
が

f
z
ナ
大
出
円
p
h閉
申
巾
に
も
り
し
た
歌
合
法
に
闘
す
る
論
文
で
、

仙
は
同
大
撃
に
促
出
し
た
串
作
請
求
論
文
で
あ
る
。

後
者
ゆ
第
三
郎
は
兆
一
内
諸
山
首
4
な
っ
叫
に
が
他
日
不
引
て
あ

L
。
前
ッ

O
 

F
昆
Ezo♂
肘
叫
言
片
岡
吋
伺
い
と
云
ふ
一
書
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
之
也
恐
ら
〈
彼
の
も
の
王
は
思
は
れ
な
い
。
苦

L
年
代
が
砂
し
後
れ
て
居
る
し
、

〆
て
ル
卜
に
よ
れ
ば

n
L
J
t
p
h
〉

t
r
z
て
に
「
個

a
a
、‘
.

I

d

i

-

-

)

1

4

望

C
V
H
h

、F
R

O

2
れ
丘
四
m
u
F
p
h
M
F
W

同

ν円
C
U円
h
p
F
V
H
A
U
同

且
つ

w
-
v
o
n
が
な
い
か
ら
で
あ
る

政
:-4 
，回

論

拐
で
彼
の
主
著
王
室
金
庫
論
が
財
政
皐
と
関
係
す
る
限
り
に
於
て
共
内
容
ま
簡
単
に
窺
は
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
彼
の
理
論
の
前
提
と
左
り
思
想
の
根
低
と
友
っ
て
居
る
彼
の
園
出
来
観
に
一
幣
を
興
へ
て
笹
〈
こ
と
が
使
利
で
あ
る
。

彼
の
考
へ
に
よ
れ
ば
、
王
伎
の
権
利
は
(
司
Z
E
g
f同
R
一
巳
)
凡
て
一
紳
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
っ
て
、

契
約
試
の
説

く
が
如
〈
人
K

の
契
約
に
よ
ワ
て
愛
生
し
た
も
の
で
は
友
い
。
加
乙
そ
の
権
利
は
絶
針
的
た
も
の
で
他
よ
り
制
約
を
受
く
ぺ
き
性
質

の
も
の
で
は
な
い
。
貰
に
紳
は
共
棲
利
の
細
目
に
至
る
ま
で
聖
書
に
巴
に
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
従
て
基
督
教
聞
に
於
て
は
か
〈

の
如
き
一
榊
の
意
思
に
基
い
て
王
侯
は
政
治
を
な
し
、
人
民
は
政
治
を
受
け
た
け
れ
ば
没
ら
ね
。

従
っ
て
又
、
彼
の
考
へ
に
よ
れ
ば
、

貴
族
政
治
及
び
民
主
政
治
の
如
き
は
問
題
と
た
ら
ぬ
。
君
主
政
治
に
る
り
て
も
暴
震
政
治
は
反
基
督
教
的
で
あ
る
か
ら
採
る
べ
き
で

盟

友
い
。
そ
れ
放
に
残
る
所
は
暴
君
政
治
で
た
い
君
王
政
治
で
あ
る
が
、
此
揚
合
に
於
て
も
政
治
の
仕
方
に
二
週
り
あ
り
と
す
る
。

Spann， Die Haupttheorien der Volkswirtscn:'l.ftslehre. r('l Au-fl. S. 18 
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は
岡
内
の
優
れ
た
人
々
を
重
刷
し
て
政
治
を
注
す
方
法
で
、
他
は
民
衆

(の
2
5
5
2
Z
Eロ
)
を
友
と
し
て
相
談
を
し
て
行
く
方
法

で
あ
る
が
、
前
の
方
法
に
よ
る
時
は
優
れ
た
人
K

は
漸
次
勢
力
を
張
り
、
野
心
を
持
つ
に
至
り
遂
に
王
侯
の
穣
利
に
制
肘
を
加
ふ
に

至
る
等
の
と
と
が
起
る
。

叉
後
の
方
法
に
よ
る
時
は
、
民
衆
は
多
く
衆
愚
百
O
ヴ
リ
]
)

で
あ
る
か
ら
徒
ら
に
政
治
の
内
容
に
立
入
り
で

之
を
開
き
且
つ
干
渉
せ
ん
と
す
る
等
の
こ
と
が
起
る
。
然
し
『
凡
て
の
王
侯
は
何
れ
を
採
用
す
べ
き
か
を
最
も
よ
く
知
っ
て
居
る
か

ら
、
此
二
者
に
就
て
の
判
断
は
私
に
は
下
せ
た
…
ど
と
し
て
は
居
る
。
然
し
之
は
一
暗
々
裡
に
そ
の
何
れ
を
も
担
否
せ
る
も
の
で
あ
る

と
と
は
、
本
論
の
各
所
に
散
見
す
る
断
片
的
文
句
か
ら
で
も
明
か
で
る
る
。
此
王
侯
の
専
政
の
是
認
は
王
侯
の
絶
叫
剖
的
構
利
を
認
む

る
営
然
。
締
結
で
る
ら
う
。
而
て
此
絶
叫
則
的
権
利
生
確
保
し
旦
径
ミ
振
張
せ
ん
が
矯
め
に
は
常
備
軍
1

「
一
金
庫
に
於
け
る
十
分
の
金
銭

と
を
必
要
と
す
る
。
一
而
も
金
銭
は
常
備
軍
を
維
持
し
、
心
町
長
に
際
ヒ
て
動
日
目
閣
喰
せ
し
む
る
に
も
亦
必
一
裂
で
あ
る
。
然
し
軍
隊
の
と

と
に
就
て
は
之
を
他
に
諭
す
る
人
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
彼
は
一
専
ら
金
銭
に
闘
す
る
事
の
み
を
研
筑
噌
ん
と
す
る
も
の
で
・
診
る
民

と
し
て
経
済
的
叉
は
財
政
的
方
面
へ
聞
係
を
つ
け
硯
野
を
限
定
す
る
。
十
分
の
金
銭
は
か
く
の
如
く
王
侯
の
権
利
を
硲
保
ナ
る
二
大

合支
す柱

ti判 の

と
考
J¥  

て

居
る
け
れ
ど
も

一
日
一
目
を
経
済
的
闘
係
に
特
中
る
に
至
つ
て
は
『
王
侯
の
利
盆
は
人
民
の
利
条
と
相
互
に
結

の
み
で
な
く
、
資
は
『
人
口
山
の
幸
繭
と
富
裕
と
が
幕
礎
で
あ
る
』
。
此
某
礎
の
上
に
於
て
始
め
て
王
伎
の
凡
て
の
幸
一
同
が
存

す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
王
侯
は
人
民
の
幸
一
踊
と
官
裕
を
計
ら
ね
ば
友
ら
ぬ
。
之
は
品
川
も
『
王
侯
は
家
父
と
同
一
で
る
り
』
、
人
民
は

小
供
.
邸
ち
『
闘
の
子
供
(
-
h
z
a
b
E
q
)
』
で
あ
り
と
す
る
に
等
し
川
。
『
牧
穫
を
得
ん
と
す
る
家
父
は
共
土
地
を
耕
作
ぜ
怠
け
れ

ば
友
ら
山
口
。
又
肉
を
欲
す
れ
ば
牧
畜

L
.
牛
乳
が
欲
し
け
れ
ば
良
く
飼
は
ね
ば
友
ら
ぬ
と
同
様
に
、
『
王
侯
は
先
づ
第
一
に
人
民
に

良
き
替
養
を
給
興
せ
占
泣
け
れ
ば
た
ら
m
H
』
o
か
く
の
灼
く
人
民
の
幸
嗣
及
び
宿
裕
を
電
市
封
ず
る
態
度
は
.
た
と
ひ
そ
れ
が
王
伎
の
結
針
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U

ユ
レ

1
デ
ル
の
王
室
金
庫
論

一O
四

椿
維
持
の
一
方
使
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
に
し
て
も
、
漸
次
、
所
謂
幸
幅
論
者
的
国
家
観
(
同
戸
出
品
白

5
2宣
伝
円
「
母
国
富
[
)

A
t
 

居
る
も
の
で
、
且
叉
経
済
的
に
も
王
侯
も
人
民
も
有
機
的
に
結
合
す
る
と
の
見
解
を
現
し
て
居
る
も
の
と
云
へ
る
。
か
く
て

に
す
れ
ば
王
侯
は
人
民
若
〈
は
岡
家
を
し
て
富
裕
た
ら
し
め
又
財
産
持
ち
た
ら
し
め
得
る
れ
』
か

r
、
主
要
問
題
と
た
る
の
で
あ
る

に
近
づ
い
で

司“日

q

E

，η
A
A引
ι

が
、
之
は
何
所
ま
で
も
王
侯
の
金
庫
を
曲
且
な
ら
し
め
以
て
王
侯
の
一
権
利
宣
確
保
な
ら
し
h
u
る
矯
め
と
の
前
提
の
下
に
於
て
問
題
と
な

る
の
で
あ
る
。

財
政
論

上
述
の
桜
な
政
治
的
見
解
に
よ
っ
て
財
政
を
見
る
彼
が
モ
室
金
庫
の
十
八
刀
豊
富
友
る
ぺ
き
理
由
を
本
書
の
第
一
挙
忙

於
て
論
じ
て
居
る
の
は
蓋
し
営
然
で
る
ら
う
。
共
冒
頭
に
「
金
庫
に
少
し
の
財
賓
を
持
た
や
し
て
却
っ
て
共
人
民
及
び
国
家
の
好
意
に

待
つ
王
侯
は
恰
も
竹
馬
に
乗
っ
て
歩
む
が
如
し
、
此
の
如
き
揚
合
に
は
閑
民
の
気
持
は
恰
も
或
る
一
阪
の
兎
を
も
捕
へ
得
ね
践
の
犬

と
た
る
』
と
云
ふ
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
岡
氏
の
多
く
は
衆
愚
で
あ
る
か
ら
、
王
侯
や
同
家
の
事
情
及
び
帰
来
に
就
て
知
る
所
な
く
、
只

自
己
の
幸
幅
利
益
の
み
を
念
と
す
る
も
の
で
る
る
。
従
て
王
侯
の
金
庫
が
衆
愚
に
頼
る
揚
合
は
衆
愚
に
劃
し
て
凡
て
を
知
ら
し
め
る

必
要
が
あ
り
、
揚
合
に
よ
れ
ば
動
飢
を
誘
褒
ず
る
危
険
も
あ
る
。
更
に
叉
、

王
侯
の
意
思
は
共
制
肘
を
受
け
て
賞
現
せ
ら
れ
左
い
と

と
も
あ
る
。
か
く
て
王
侯
の
権
力
は
弱
め
ら
れ
王
侯
の
意
思
に
反
謝
す
る
に
至
守
的
。
故
に
『
王
侯
が
白
ら
人
民
よ
り
狽
立
し

E
絶
針

的
た
ら
ん
と
す
れ
ば
.
常
備
軍
を
手
中
に
置
き
金
銭
を
金
箱
に
置
く
こ
と
が
、
回
忌
も
梓
賓
に
し
て
王
侯
に
最
も
有
利
な
も
の
と
思
ふ
〕
。

要
之
、
王
侯
自
ら
十
分
の
財
賞
を
所
有
す
る
こ
と
が
、

王
侯
を
絶
割
的
た
ら
し
む
る
に
必
要
不
可
般
と
云
ふ
に
あ
る
が
、
之
は
上
述

の
政
治
的
見
解
の
財
政
へ
の
再
表
現
で
あ
る
。

掠
て
十
分
の
財
賓
又
は
金
銭
を
所
有
せ
ん
と
す
れ
ば
一
国
経
費
に
注
意
を
梯
び
、
他
一
由
牧
入
増
加
を
計
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
‘
之
等
の

Schroder:t I9，. a. 0.， Vorrede S. 19 
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機
嫌
貌
滞
議
議
鴻

J74

ゐ

!
i
h
w
A
4

と
と
を
行
ふ
に
就
て
は
先
づ
以
て
財
務
及
び
財
務
官
交
に
就
て
考
察
す
る
所
が
怠
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
第
二
章
を
之
に
首
つ
る
。

彼
は
先
づ
戦
争
金
庫
(
円
四
日
々
四
国
内
E
Z

と
公
商
業
金
庫

と
を
普
通
一
般
の
金
庫
か
ら
一
定
の
方
法

に
よ
り
て
分
雌
し
、

(
汽
斜
協
同
》

3
z兵
三
】
一
回
宮
古
C
∞)

各
ミ
指
定
の
金
銭
を
牧
納
し
て
合
計
す
ペ
き
も
の
と
す

L
。
之
は
今
日
謂
ふ
所
の
特
別
曾
計
の
設
置
を
設
い

た
色
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
所
謂
戦
争
準
備
金
に
相
首
し
、
後
者
は
企
業
特
別
合
計
に
相
官
ず
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
彼
の
考

に
よ
れ
ば
工
場
経
営
(

7

エ
フ
ア
ク
ツ
ー
ル
ゾ
及
び
商
業
は
牧
入
を
上
ぐ
る
方
法
と
し
て
有
利
で
あ
り
、
特
に
工
業
経
酬
明
日
は
推
賞
す
べ

き
も
の
で

b
る
か
ら
、
之
等
を
経
理
す
る
矯
め
に
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
一
般
金
庫
と
特
別
金
庫
と
を
分
離
す
べ
し
と
説
く

彼
も
未
だ
王
室
金
市
と
閣
家
の
金
庫
と
を
分
離
す
べ
し
と
は
設
か
な
い
。

こ
の
後
の
意
味
の
分
離
は
王
侯
の
結
晶
割
権
に
成
す
お
と
で

も
い
吋
へ
た
の
か
も
判
ら
な
い
が
、

と
に
か
く
何
等
の
意
見
を
接
見
す
る
を
件
な
い
。
次
に
財
務
宵
交
の
任
務
は
縦
突
の
一
止
し
い
分
間

こ
の
任
務
が
述
、
E
K
行
は
れ
て
居
た
い
と
し
て
居
る
こ
特
に
も
如
桁
た
石
方
訟
に
よ
っ
て
最
古
よ

(
荏
「
)

〈
王
伎
の
所
得
を
増
加
し
得
る
や
の
問
題
の
凡
て
を
研
究
す
る
に
金
庫
官
吏

(
E
E
2白一一位
3)
は
満
足
な
欣
態
に
な
い
。
又
凡
で
の

事
を
根
本
的
に
考
察
研
究
す
る
時
間
の
徐
裕
も
な
い
。
従
て
尚
良
い
方
法
が
残
さ
れ
た
ま
L
に
な
っ
て
居
る
。
之
は
王
室
金
庫
を
豊

と
牧
入
の
増
加
に
あ
り
と
な
し
、

富
に
す
る
結
か
ら
し
て
買
に
遺
憾
た
こ
と
で
あ
る
。
従
て
金
庫
官
吏
を
二
分
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
共
一
は
専
ら
牧
支
を
掌
る
官
吏
で
、

多
大
の
俸
給
を
受
け
必
然
的
に
王
侯
の
矯
め
に
私
利
を
離
れ
て
任
務
を
設
さ
し
む
る
。
而
て
此
種
の
官
変
の
矯
め
に
は
俸
給
支
排
の

調

矯
め
の
特
別
基
金
を
設
く
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
之
れ
印
ち
所
謂
支
出
官
及
び
収
入
官
の
凋
立
を
策
し
向
併
せ
て
共
腐
敗
を
防
一
が

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
て
共
二
は
専
ら
王
伎
の
所
得
を
増
加
す
る
と
と
を
、
印
ち
如
何
た
る
方
法
に
よ
れ
ば
増
加
し
得
る
や
、

何
庭
に
財
源
が
存
す
る
か
、
闘
の
内
外
の
寅
情
如
何
等
を
常
に
留
意
し
、
情
報
を
蒐
め
、
之
に
闘
す
る
提
案
を
な
し
計
霊
を
樹
つ
る
こ

シ

ユ

レ

1
デ

H
P
O
王
室
金
庫
論

。
五
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シ
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I
デ
由
民
の
王
室
金
庫
論

C 
ノ、

と
を
任
務
と
し
、
有
識
家
及
び
経
験
者
を
以
っ
て
常
つ
ぺ
き
も
の
と
す
る
。
之
、
印
ち
所
謂
調
査
官
の
設
置
を
明
ふ
る
と
一
千
山
ぺ
し

で
あ
る
。
而
て
之
等
の
財
務
機
構
は
全
部
彼
の
殻
案
で
は
な
く
一
部
分
は
英
閥
の
事
例
に
其
範
を
採
る
も
の
で
る
る
け
れ
芝
も
・
川
品

時
の
填
岡
に
於
て
は
た
進
的
見
解
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
又
、
今
日
大
胞
に
於
て
資
現
せ
ら
れ
て
居
る
こ
の
財
政
機
構
が
巴
に
二

百
五
十
飴
年
前
に
提
案
せ
ら
れ
て
居
る
と
一
五
ふ
の
は
一
興
で
あ
る
。

中

-
K
彼
の
粧
品
川
に
闘
す
る
川
谷
川
左
見
る
に
、

そ
h
H

は
所
ん
ど
節
約
に
闘
す
る
議
論
に
給
付
し
て
ほ
る
。

-
l
1
J
P
f
J

一

J17

山
川

t
L
M
h
w
u
z
q九
刷

'
H
t
q川
射
訓
到

l

i

l

t

i

l

i

-

-

副
附
し
た
る
か
は
、
四
章
乃
五
六
卒
の
三
・
挙
、
二
十
頁
を
営
て
L
居
る
の
を
見
て
も
推
察
さ
る
・

1
彼
が
か
く
節
約
を
章
一
や
る
所
以
は

「
注
意
深
き
節
約
を
以
て
宮
を
招
来
す
る
よ
り
も
大
た
る
収
入
は
友
い
」
ム
」
の
言
を
其
冒
到
に
掲
げ
て
居
る
犠
に
、
王
侯
の
金
庫
を
古

裕
に
な
す
に
必
要
だ
か
ら
で
る
る
。
即
ち
節
約
を
消
鋭
的
牧
入
方
法
と
見
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日
所
訪
節
約
の
一
原
則
が
意
味
し
て
居

る
所
と
多
少
臭
っ
て
居
る
。
加
之
、
彼
の
節
約
は
王
侯
の
矯
め
の
み
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

王
伎
の
筑
め
に
た
ら
む
節
約
は
矯
す
を

要
し
た
い
と
と
L
左
る
。
之
は
全
〈
彼
の
政
治
的
見
解
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
節
約
は
常
に
念
と
せ
た
け
れ
ば
左

ら
ぬ
徳
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
、
第
一
に
そ
れ
が
震
に
客
背
に
陥
つ
て
は
な
ら
ね
a

客
背
は
又
別
の
不
幸
及
び
罪
悪
の
根

源
た
る
も
の
で
る
る
。
第
三
に
飴
り
に
多
く
の
金
銭
を
人
民
よ
り
徴
し
て
而
も
節
約
し
て
金
庫
に
蔵
し
て
は
た
ら
ぬ
。
之
は
、
か
ぐ

す
れ
ば
遂
に
は
図
家
も
王
侯
も
衰
退
し
貧
困
に
陥
る
に
至
私
。
従
て
こ
の
二
射
に
就
て
は
健
全
友
る
廻
性
を
以
て
廃
し
て
行
か
友
け

れ
ば
た
ら
ぬ
と
す
る
。
更
に
特
に
王
侯
を
中
心
と
し
て
節
約
を
考
ふ
る
に
、
第
一
一
英
私
生
活
上
、
休
養
を
取
っ
て
銃
気
を
得
る
潟
め

に
す
る
揚
合
、
王
侯
た
る
の
威
儀
を
疋
ず
に
必
要
た
も
の
及
び
王
侯
の
妃
に
要
す
る
費
用
は
節
約
し
て
は
な
ら
ぬ
。
第
二
に
公
の
生
活

上
、
邸
ち
政
治
上
で
は
、
親
衛
兵
、
常
備
軍
及
び
諜
報
に
要
す
る
経
費
、
官
吏
等
の
報
酬
、
功
績
者
に
劃
す
る
年
金
等
は
節
約
し
て

Sch roder， a. a目 0.，S. 17 
Schroder， a. a. 0.， S. 16 
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は
な
ら
な
い
と
云
ふ
。

而
て
と
の
王
侯
の
公
私
の
生
活
上
の
節
約
不
要
に
就
て
は
各
別
に
種
々
の

刑
判
巾
を
上
げ
て
説
明
し
て
居
る

が
、
要
す
る
所
は
王
伎
の
椛
力
維
持
と
給
針
作
の
交
持
よ
り
来
る
も
の
と
兄
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
彼
が
か
〈
の
如
く
宮
廷

生
活
を
比
較
的
寛
大
に
見
た
貼
は
、
同
氏
経
消
的
に
率
引
惨
を
比
較
的
完
え
に
、
場
合
に
よ
り
で
は
商
工
業
上
有
利
に
さ
へ
解
制
作
し
て

居
る
貼
と
共
に
、
彼
の
党
人
た
る
ホ
ル
ニ
ツ
タ
の
見
解
と
全
く
針
臨
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

市
叫
に
彼
の
収
入
に
闘
す
る
見
解
を
見
ょ
う
。
彼
は
牧
入
源
と
し
て
は
、

五
有
土
地
、
租
校
、
特
権
、
町
営
利
、
緊
急
の
場
合
に
は
財

屯
の
寅
却
及
び
資
宵
等
を
汚
へ
て
府
た
も
の

L
や
ろ
で
あ
る
。
之
は
纏
め
て
牧
入
の
極
類
な
ど
と
し
て
教
へ
卜
げ
ら
れ
て
は
居
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
本
世
一
日
の
各
所
に
散
見
す
る
所
を
綜
合
し
て
推
測
せ
ら
る
L

所
で
あ
る
。
然
し
此
内
特
に
論
ぜ
ら
れ
て
付
る
の
は
租
枕

乃
恥
f

戸、

b
る。

Ly~
才
、
恐
ら
く
、

t

e

-

t

i

i

l

J

i

 

財
柁
の
山
司
同
州
v
v
、
び
苛

U
等
は
常
時
も
早
や
叫
源
と
し
て
の
将
来
性
又
は
政
良
性
を
穴

卜令弛、
j
 

?
を
、

レ
L
T
1
4
d羽
M

1
4
 

ひ
、
積
極
的
に
王
の
財
賓
を
集
積
す
る
に
不
十
分
で
あ
。
、

又
営
利
牧
入
は
一
部
分
は
特
楼
枚
入
に
蔽
は
れ
、
他
の
新
興
の
も
の
は

入
土
く
存
在
せ
な
い
か
、
設
建
一
小
中
允
分
で
経
験
が
少
友
い
か
ら
、
従
っ
て
之
等
を
財
源
と
し
て
攻
究
せ
友
か
っ
た
と
と
へ
租
税
論
守

を
経
て
漸
く
課
税
が
財
政
に
闘
す
る
議
論
の
中
心
に
な
り
つ
h

あ
っ
た
こ
と
の
結
巣
と
忠
は
る
L
。
即
ち
、
租
税
収
入
中
心
時
代
へ

の
樽
換
期
の
時
代
的
反
影
で
で
も
あ
ら
う
か
。
彼
の
考
へ
に
よ
れ
ば
、

課
税
を
負
捨
す
べ
き
も
の
で
る
恥
」
。
而
て
之
は
古
か
ら
認
め
ら
れ

E
父
古
来
租
税
の
存
す
る
所
以
で
も
る
る
。

「
人
民
は
王
侯
を
支
持
す
る
潟
め
に
貰
納
す
ぺ
き
で
あ
り
.

而
も
担
金
弘
、
新
し
い

租
枕
が
考
へ
ら
れ
、
租
枕
の
名
稽
を
数
多
く
考
へ
得
る
金
庵
宮
支
が
勝
れ
た
る
も
の
L

如
く
に
さ
へ
忠
は
れ
て
居
る
。
事
責
又
古
来

存
ず
る
租
税
は
之
を
廃
止
し
作
た
い
の
み
で
た
く
、
必
要
の
際
に
は
臨
時
的
に
新
増
税
を
友
さ
友
け
れ
ば
友
ら
ね
。
然
し
そ
れ
は
一

定
の
時
に
限
り
、
而
も
慎
重
を
要
し
、
北
ハ
矯
に
人
民
を
苦
痛
に
陥
れ
廃
退
に
追
込
ん
で
は
な
ら
川
町
。
然
ら
ば
課
税
の
現
紙
は
満
足
す

シ
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V

ユ
レ

1
デ
ル
の
王
室
金
庫
論

一。八

ぺ
き
航
態
か
と
云
ふ
に
然
ら
ね
。

そ
れ
は
卒
等
が
維
持
さ
れ
難
い
ポ
態
に
あ
る
か
ら
だ
。
而
て
課
税
卒
等
の
維
持
不
可
能
は
苛
数
珠

求
が
行
は
れ
て
居
る
か
ら
で
、
其
紡
旧
訳
は
民
衆
を
谷
と
貧
困
に
陥
れ
、
遂
に
負
捲
に
耐
へ
得
す
し
て
昇
叉
せ
ん
こ
と
を
願
ひ
、
復
讐

さ
れ
る
ま
で
榊
の
視
き
御
心
に
訴
へ
ん
と
す
る
。
か
ぐ
て
は
、
王
侯
の
官
を
作
る
宥
(
月
。
一
与
百
戸
内
一

5
)
帥
ち
余
庫
官
吏
は
闘
土
上
に

前
を
邸
周
す
も
の
で
る
り
、
血
を
流
さ
し
む
る
も
の
で
る
わ
V

。
然
し
か
く
の
如
き
は
金
銭
を
獲
ん
が
潟
に
子
を
生
む
一
広
ま
で
も
寅
却
す

る
に
等
し
・
く
全
ぐ
方
策
佐
川
仇
つ

C
芯
る
も
の
で
あ
る
。

民
え
一
収
拾
論
的
に
日
出
た
王
山
川
〕
〈
人
民
と
の
粧
伴
的
有
機
的
制
係
か
ら

L
か
〈

の
如
き
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
玉
伎
の
絶
劃
的
権
利
か
ら
は
、
王
侯
が
欲
ナ
る
だ
け
の
金
銭
を
人
民
か
ら
徴
し
得
る
と

L

て
も
、
そ
れ
は
貧
富
、
所
得
及
び
牧
入
の
差
を
無
視
し
て
一
律
に
徴
し
得
友
い
こ
と
L

な
る
。
即
ち
牧
得
を
上
げ
て
居
る
所
か
ら
徴

せ
ね
ば
た
ら
向
。
以
上
の
様
な
課
税
に
闘
す
る
彼
の
見
解
を
通
し
て
吾
K

が
判
断
し
得
る
所
は
.
課
税
は
平
等
で
友
く
て
は
友
ら
ぬ
。

そ
の
卒
等
は
各
人
の
牧
符
に
劃
し
て
平
等
の
負
強
と
な
る
を
要
す
る
と
云
ふ
課
税
観
で
る
る
。
而
て
之
は
今
日
所
説
課
税
に
於
け
る

平
等
の
原
則
に
非
常
に
接
近
し
た
見
解
で
あ
る
こ
と
は
一
式
ふ
ま
で
も
左
い
。
然
し
今
日
の
理
論
の
如
く
明
確
で
は
た
い
。

弐
に
彼
が
問
題
と
す
る
の
は
、
然
ら
ば
人
々
は
牧
得
を
あ
げ
て
居
る
や
否
や
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
被
は
‘
粗
雑
の
批
難
は
兎
れ

友
い
に
し
て
も
、
各
種
の
品
物
の
例
を
示
し
て
、
諸
物
の
債
格
が
騰
貴
せ
る
に
拘
ら
や
よ
ぐ
消
費
せ
ら
れ
る
の
は
邸
ち
人
々
が
儲
け

て
居
る
設
左
で
あ
る
と
し
て
、
人
民
の
牧
得
の
増
進
を
肯
定
し
て
居
引
。
従
て
王
侯
が
二
応
の
分
量
を
徴
す
ぺ
き
所
か
ら
徴
す
る
が

如
〈
に
課
税
に
規
則
あ
ら
し
む
れ
ば
、
金
銭
は
決
し
て
不
足
せ
ね
だ
け
は
牧
納
し
得
札
。
而
で
か
く
し
て
得
た
る
牧
入
を
以
て
、
王

侯
は
更
に
美
し
き
都
市
を
建
設
し
、
多
く
の
寺
院
を
治
営
し
、
共
他
王
侯
自
身
の
威
儀
を
正
す
ぺ
き
批
厳
華
美
を
友
す
な
ら
ば
、
そ

れ
は
、
人
k

に
職
を
阻
パ
ヘ
、
金
銭
を
支
梯
ふ
と
と
L
な
る
。
故
に
『
王
侯
が
一
人
か
ら
金
銭
を
徴
し
、
他
人
に
又
奥
ふ
る
場
合
に
は

司
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一
u
h
d
M
T
J
J
吋
V

J

F

均
弘

、?

ん
叶

で
あ
る
と
予
は
正
営
に
呼
ぴ
得
U
V

』
。
蕊
に
於
て
か
彼
は
租
税
を
専

モ
侯
は
偉
大
た
る
岡
家
の
交
換
宇
一

(
J
4
2
Z
σ
-
E
2
L
・
円
吉
LOω)

ら
王
室
金
庫
を
充
す
方
使
、
印
ち
牧
入
目
的
の
み
を
宿
す
る
も
の
曹
と
見
る
目
を
持
じ
て
、
租
税
が
経
費
と
相
倹
っ
て
注
す
人
h

の
所

得
又
は
宮
の
所
有
の
碍
換
作
用
を
認
め
た
る
こ
と
L
な
る
。
'
即
ち
A
7
日
の
租
税
に
よ
る
富
の
再
分
配
の
思
想
が
原
始
的
な
が
ら
彼
に

よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
居
る
と
云
ひ
得
る
。

以
上
の
様
な
考
へ
方
か
ら
王
伎
は
是
非
、
何
人
が
牧
得
を
上
げ
て
居
る
か
、
何
慮
に
徴
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
か
、
反
封
に

何
庭
に
は
課
税
し
て
は
友
ら
な
い
か
を
知
ら
ね
ば
た
ら
ぬ
。
加
之
、
と
の
事
は
課
税
の
平
等
を
期
す
る
上
か
ら
も
亦
是
非
必
要
た
と

貨
は
、

之
山
部
の
己
主
配
知
ら
や
し
て
課
税
す
る
か
ら

苅
品
販
議
水
と
な
易
投
や
う
な
不
満
足
な
欣
態
と
怠
る
の
で

b

--〉、，。

」
T
d
-
4

る
目
。
然
る
に
之
手
の
と
と
を
怒
〈
知
る
と
式
ふ
こ
と
は
誌
だ
容
易
で
は
な
い
。
然
し
岡
民
は
、
伶
侶
、
貴
族
、
農
民
、

工
業
者
、
商

入
、
位
攻
、

物
品
貸
付
業
者
.

こ
7
!「
Ety--
、

進
銭
安
市
業
ー
ヂ

そ
れ
当
¢
月
刊
ト
カ
・
如
作
一
た
る
も
の

友
一
ぴ
技
義
者
の
九
都
か
ら
た
っ
て
宿
若
か
ら
、

で
あ
り
、
又
如
何
に
し
て
評
是
す
べ
き
-
も
の
で
あ
る
か
を
順
を
迫
ふ
て
研
賞
ず
ぺ
し
と
し
て
、
之
等
の
人
々
の
定
義
を
始
め
と
し
て

其
各
と
の
所
得
の
成
立
共
他
に
就
て
議
論
を
進
め
て
居
る

3

而
て
、
そ
の
所
得
の
有
無
分
貴
は
、
そ
れ
を
生
や
る
基
礎
的
諸
事
項
と

ゆ

北
パ
に
調
資
記
録
す
る
こ
と
を
提
議
し
、
調
杏
様
式
ま
で
も
掲
げ
て
居
写
。
之
は
政
治
算
術
壊
滅
の
影
響
と
し
て
注
目
す
べ
き
と
と
で

あ
る
。と

も
あ
れ
彼
の
議
論
も
乙

L
ま
で
来
る
と
徐
程
所
謂
財
政
皐
と
は
遠
ざ
か
り
つ

L
あ
る
も
の
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
ね
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
此
所
得
の
性
質
及
び
調
賓
万
法
ま
で
が
せ
い
ん
¥
財
政
忠
一
尚
宏
彼
の
見
解
と
見
ら
る
ぺ
き
も
の
で
、
之
に
績
〈
二
十
入
札
ゅ
の
警

察
に
閲
す
る
卒
以
下
は
む
し
ろ
次
の
絞
済
的
理
諭
に
属
す
る
も
の
と
思
ふ
。
た
官
二
十
七
市
早
に
酌
て
彼
が
、
人
K

が
収
得
の
一
方
法

シ
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シ

ユ

レ

I
デ
ル
山
王
室
金
庫
論

O 

と
し
て
錬
金
術
を
上
げ
て
居
る
の
は
特
に
注
意
し
て
置
〈
必
一
安
が
あ
る
。
査
し
錬
金
術
を
紋
が
民
に
信
奉
し
た
り
と
ず
れ
ば
、

彼
iJ: 

千寓一-一
H

を
費
し
て
著
し
た
本
書
は
自
ら
不
川
と
な
り
、
伎
が
考
案
し
た
幾
多
の
半
世
金
庫
を
壁
官
た
ら
し
む
る
方
法
並
に
印
刷
氏
経
済

繁
栄
策
は
無
償
値
に
移
る
か
ら
で
あ
る
。
向
又
二
十
八
字
以
後
の
挙
に
於

τも
全
然
財
政
問
題
と
鍛
闘
係
と
去
ふ
誌
で
は
な
い
。
例

ば
刷
松
は
脳
と
論
ぜ
ら
れ
て
居
る
。
然
し
そ
れ
は
、
貿
易
政
策
、

〕
此
易
か
ら
で
刈
及
川
。

閣
内
工
業
の
保
護
政
策
の
立
揚
か
ら
で
あ
っ
て
必
や
し
も
財
政
的

之
を
ト
一
恨
の
-
財
源
と
し
て
穴
い

2
1
?丈
旬
が
あ
る
け
れ
と
卜
円
之

71~
飢
行
の
況
な
十
一
品
十
る
に
方
つ
亡
、

も
共
霊
附
則
は
銀
行
の
設
玄
に
あ
っ
て
王
室
金
庫
と
の
闘
係
は
附
属
的
に
言
及
し
た
る
の
観
が
る
る
。
的
共
他
王
室
金
庫
と
の
闘
係
に

一
一
一
首
相
胸
れ
る
揚
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
何
れ
も
申
諜
に
燭
れ
て
行
ぐ
程
度
で
あ
る
。

経
済
論

上
速
の
財
政
論
で
も
巳
に
想
像
し
得
ら
る
ミ
や
う
に
、

王
室
金
庫
を
広
ま
さ
ん
と
す
れ
ば
課
税
に
も
よ
ら
怠
け
れ
ば

た
ら
ね
。
而
て
課
税
は
人
民
の
所
得
の
有
無
大
小
に
よ
っ
て
・
な
さ
泣
け
れ
ば
な
ら
ね
。
然
ら
ば
人
民
を
し
て
出
来
得
る
限
り
所
得
を

多
く
得
さ
し
め
な
く
て
は
友
ら
ぬ
。
而
て
之
は
彼
の
世
相
同
時
の
経
済
的
有
機
的
結
合
と
云
ふ
政
治
的
見
解
か
ら
も
、
先
づ
人
民
を
富
ま

さ
な
け
れ
ば
な
ら
む
と
す
る
こ
と
L
表
裏
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
や
う
な
三
段
論
坦
の
結
岨
ー
と
し
て
人
民
を
し
て
所
得
あ
ら
し

む
る
方
策
、
従
て
叉
岡
氏
絞
済
を
寓
ま
し
む
る
方
策
の
研
究
が
必
然
的
と
な
る
諜
で
る
る
。
か
く
て
彼
の
経
済
論
が
始
ま
る
の
で
あ

る
が
、
彼
の
経
済
論
は
常
に
共
最
前
提
に
は
王
伎
の
絶
叫
制
的
又
は
王
室
金
庫
が
搾
一
へ
で
居
る
こ
と
に
注
意
し
て
泣
か
忠
は
た
ら
向
。

彼
の
経
済
論
は
所
荷
重
商
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
凡
て
の
撃
者
の
意
見
の
一
致
し
て
居
る
所
で
あ
る
。
従
て
必
で
は
彼
の

著
書
の
文
一
一
一
一
日
を
引
説
し
て
之
を
論
や
る
と
と
は
止
め
や
ろ
と
忠
ふ
。
又
そ
れ
は
こ
の
小
研
究
の
間
的
で
も
な
い
。
要
す
る
に
、

の
官
は
金
及
び
銀
を
以
て
測
定
し
得
る
こ
と
、
従
て
金
銀
を
出
来
る
丈
け
多
く
保
有
す
べ
き
と
と
、
共
翁
め
に
は
鍍
山
の
開
設
、
賢 |或l

Z. B. Sch.roderj a. a. 0.， S. 3I7 
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易
上
の
受
取
勘
定
の
多
か
ら
ん
こ
と
を
期
す
べ
き
こ
と
、
外
岡
貿
易
と
蹴
係
し
て
園
内
工
業
及
び
外
岡
貿
易
を
隆
盛
な
ら
し
む
る
こ

L
」
、
従
で
ギ
ル
ド
に
反
到
し
マ
ニ
ブ
ア
ク
ツ
ー
ル
を
奨
励
す
る
こ
と
、
原
料
の
闘
内
保
七
、
持
賃
低
牒
の
偶
の
食
料
日
間
の
問
題
、
農

工
商
業
の
調
和
を
計
る
べ
き
こ
と
、
人
口
問
題
等
k

、
凡
て
、
共
み
や
る
所
多
少
の
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、
所
詞
重
商
主
義
的
と

た
ピ
彼
の
論
や
る
所
に
就
て
特
に
注
意
に
航
す
る
部
分
は
、
英
聞
の
事
例

4
 

に
倣
っ
て
貨
幣
の
白
山
時
遺
制
度
を
有
利
と
し
て
紹
介
し
た
こ
と
・
今
日
と
は
多
少
遣
っ
た
意
味
で
は
あ
る
が
比
較
的
自
由
友
貿
易

を
主
張
し
た

ζ
b
、
銀
行
の
必
要
布
利
な
こ
と
及
共
投
虫
計
書
を
詳
仰
に
瓦
り
て
詠
じ
た
と

ιi、
外
岡
崎
岬
棒
、
手
形
、
鴻
待
相
場
、

五
は
れ
て
居
る
も
の
と
共
軌
を
品
川
ん
ど
一
に
し
て
居
る
。

通
貨
等
演
義
の
財
政
又
は
所
前
令
酬
に
凶
附
す
る
議
河
川
が
比
較
的
に
多
い
こ
と
等
で
あ
ら
う
。

而
て
之
等
の
事
項
に
開
聞
す
る
議
論
が
又

仙
の
中
前
日
一
議
点
と
の
M
M
川
と
も
な
り
丸
川
川
淀
と
も
む
る
た
泊
で
興
味
悶
々
た
る
も
の
が
あ
る
が
、

そ

: ;1: 
甘h
l!) 

(tI! 

iT 

f，]:~~! 

(
註
+
)

」
の
意
味
の
特
化
が
何
時
何
人
の
寄

この

のP
百
四
円
乙
Hm
門
と
云
ふ
字
は
今
日
は
こ
由
時
代
と
全
く
持
っ
た
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
が
、

に
よ
っ
て
表
明
せ
ら
る
L

に
至
っ
た
か
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
未
だ
明
か
で
な
い
。

。
内

例
~
ば
、
自
向
貿
易
は
マ
ン
の
影
響
だ
と
一
千
ム

i

し
、
銀
行
の
設
立
は
先
人
ベ
ツ
ヒ
ャ
ー
に
よ
っ
て
も
唱
遁
せ
ら
れ
て
居
一
か
と
一
五
ふ
が
如

(
註
+
戸
)

き
で
あ
る
。

四

財
政
息
?
と
の
聞
係
を
中
心
と
し
て
見
た
主
主
金
庫
論
の
内
容
は
簡
単
な
が
ら
以
上
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
扱
て
、
本
書
を
財
政

事
史
上
如
何
友
る
地
位
に
据
ゆ
る
ぺ
き
か
。
卑
見
を
述
ぶ
れ
ば
、

た
や
う
に
、
本
書
も
亦
闘
係
な
し
と
は
云
ひ
得
な
い
。

ホ
ル
ニ
ツ
ク
の
喚
岡
支
上
論
を
財
政
墜
に
闘
係
友
し
と
論
断
し
得

ユ
ス
チ
の
凶
家
絞
済
刊
酬
が
闘
係
あ
り
と
云
ふ
意
味
及
び
程
度

さ
れ
ば
と
て
、

シ

ユ

レ

1
ヂ
ル
の
王
室
金
庫
論

Wechselbankを入れて居る
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シ
ユ
レ

l
デ
ル
の
王
宮
士
金
庫
論

に
於
て
本
書
も
亦
関
係
あ
り
と
は
云
ひ
得
た
い
。
換
一
一
昌
す
れ
ば
‘
本
書
は
‘
財
務
‘
経
費
の
節
約
及
び
租
般
に
就
て
財
政
随
一
・
に
闘
係
が
め

る
。
而
も
蛍
時
と
し
て
は
一
不
峻
に
官
む
部
分
を
含
ん
で
は
居
る
。
け
れ

H

と
も
そ
れ
は
本
書
全
館
か
ら
見
れ
ば
一
部
分
に
過
?
な
い
o
た

r
、
何
れ
の
部
分
に
彼
が
目
以
翠
結
を
置
い
た
か
と
云
ふ
と
と
は
判
定
の
分
岐
知
と
し
て
問
題
と
な
る
L
L
思
は
れ
る
が
、
軍
商
主
義
的
経

持
論
に
一
由
十
一
割
を
泣
い
た
と
見
る
方
が
本
書
の
構
池
上
、
各
部
の
一
分
長
土
、
及
び
通
一
間
後
の
感
じ
の
上
か
ら
受
賞
の
や
う
に
思
は
る
L
O

従
て
結
論
B

く
し
て
は
ツ
グ
ネ
ル
の
本
武
田
は
「
岡
山
内
約
済
的
及
び
財
政
的
の
府
羽
的
傾
向
ケ
一
不
し
て
泊
る
c

そ
れ
た
・
〈
ば
此
山
市
日
刊
行
に
直

に
極
端
た
官
守
政
主
義
者
に
し
て
般
格
友
る
重
商
主
義
者
た
る
に
過
ぎ
友
同
」
ム
」
云
ふ
批
評
に
賛
意
を
表
す
る
o
印
ち
財
政
皐
的
傾
向
を

示
し
て
居
る
と
云
ふ
黙
で
財
政
皐
史
と
闘
係
を
持
ち
、

そ
の
限
り
に
於
て
設
事
史
上
の
一
文
献
と
す
る
に
足
る
。

く
、
資
際
的
政
治
の
人
で
五
日
恨
の
金
庫
を
豊
富
に
す
る
苓
湛
者
の
如
く
見
る
は
営
ら
や
品
評
す
る
の
は
勿
論
、
事
史
上
全
然
省
略
す

一
l
ル
セ
ン
の
知

る
の
も
揚
ム
口
に
よ
っ
て
は
遁
営
で
は
友
い
。
そ
れ
と
同
様
に
本
書
を
全
〈
財
政
撃
的
文
献
の
如
〈
に
見
る
の
も
正
営
で
た
い
と
信
歩

る
。
(
昭
一
二
・
三
・
一
八
)
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